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使用する資料



1. 採用選考上のルール

趣旨

•学校教育の充実

•就職希望者の適正な職業選択の確保

•求人秩序の確立

新規高等学校卒業者の
就職に関する申合わせ



1. 採用選考上のルール

採用選考を行うにあたって
（その他のルール）

【1】新規学校卒業者の採用に関する指針

① 採用計画の立案

（中長期的な人事計画、就職後の育成等への配慮）

② 募集・採用活動

（応募機会の確保、適正な選考）

③ 採用内定に関する対応

（明確な通知、一方的な内定取消は行わない）



1. 採用選考上のルール

採用選考を行うにあたって
（その他のルール）

【2】個人情報の取扱い

① 情報の収集・使用

（採用活動の範囲内での収集・利用にとどめる）

② 情報の管理・保管

（紛失・漏洩を防止する措置を講ずる）



1. 採用選考上のルール

採用選考を行うにあたって
（その他のルール）

【3】男女均等な雇用機会の確保

関係法令等の遵守（男女雇用機会均等法、労働基準法）

【4】公正な採用選考

適正・能力を客観的に判断した合理的な選考

【5】その他

求人活動に関する注意・禁止事項

（家庭訪問・利益供与の禁止 etc.）



2. 求人申込の手続き
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2. 求人申込の手続き

提出書類

•求人申込書（高卒）

•応募前職場見学実施予定表



求人申込書（高卒）

① 求人申込書を記入し窓口に提出

② 所内設置の端末で求人情報を登録

③ 求人者マイページから申込

過去に受理された求人票（高卒）の

加筆修正（朱書き）による提出も受付可能

2. 求人申込の手続き



求人申込書（高卒）
https://www.
hellowork.mhlw.go.jp/

インターネット経由での

申し込みを推奨しています！

ハローワークインターネットサービス

2. 求人申込の手続き

求人者マイページ



Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

6/1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 7/1
求人票

公開

受付

開始

3. 学校に対する求人の提示

求人票の交付・提示

7/1 高卒WEBによる求人公開

7/1 求人票交付

7/1 学校への提示開始

受付分について7/1公開

6/14以降の受付分については

交付日を別途お知らせします
郵送分

発送

7/1公開分

申込〆



3. 学校に対する求人の提示

求人票の交付・提示

求人票の交付は にて行います。

希望する交付方法 6/13迄の受付分 6/14以降の受付分

郵送での交付 6/30発送
交付日を別途指定

窓口での交付 7/10交付

交付時に身分確認可能なもの（名刺・社員証等）

の提示をお願いします。



3. 学校に対する求人の提示

求人票の交付・提示

原本は事業所で保管し

コピーを学校へ提示



4. 求人作成時の留意事項

Page40~43

求人作成例と各項目の留意事項

Page48~49

青少年雇用情報の記載方法



特に留意していただきたい項目

4. 求人作成時の留意事項

㉔受付期間・選考日

①公開範囲

④仕事の内容

㉘補足事項

求人条件にかかる特記事項

青少年雇用情報



①公開範囲

• 高卒就職情報WEB（高卒WEB）

による公開の可否

可 ：高卒WEBで公開

不可：高卒WEBで非公開

⇒学校へ直接提供

4. 求人作成時の留意事項



指定校求人について

4. 求人作成時の留意事項

指定校求人を申し込む場合、

求人票裏面の特記事項欄に



指定校求人について

4. 求人作成時の留意事項

統合前の校名 統合後の校名

いわき総合
いわき総合

好間

郵送・訪問

に行う

求人票への記載

を記載する

令和７年度統合校

統合校への指定校求人



④仕事の内容

4. 求人作成時の留意事項

• 詳細かつ具体的な業務内容

• 専門用語の言い換え

未経験者が求人を見たときに

仕事内容をイメージできるか



④仕事の内容

4. 求人作成時の留意事項

jobtag
ジ ョ ブ タ グ

https://shigoto.
mhlw.go.jp/User/

ジョブタグ



㉔受付期間・選考日

4. 求人作成時の留意事項

※複数応募受付：10/1～

受付期間の末日を指定しない場合

公開期間は来年6月30日まで



補足事項
求人条件にかかる特記事項

4. 求人作成時の留意事項

• 就業場所（複数ある場合）

• 転勤の範囲

• 試用期間（期間・条件）

• 賃金単価（日給・時給の場合）

• 入社日

㉘



補足事項
求人条件にかかる特記事項

4. 求人作成時の留意事項

• 手書きによる作成のみ

• パソコンを使用しての作成も可能

㉘



青少年雇用情報

4. 求人作成時の留意事項

① 募集、採用に関する情報

② 職業能力の開発、向上に関する
取り組みの実施状況

③ 職場定着の促進に関する取り組
みの実施状況



求人の充足

5. その他の注意事項

速やかに

に通知してください



求人の取消・採用予定数の削減

5. その他の注意事項

求人公開後の取消・人数削減は

求人の取消・人数削減を

せざるを得ない場合は

ハローワークにご相談ください

（状況を聴取します）



求人条件の変更

5. その他の注意事項

求人票の記載内容を変更したい場合

• 窓口・電話による申込みとなります

（ ）

• 内容変更後の求人票に確認印を押印して交付します

（ ）



求人の不受理

5. その他の注意事項

• 労働条件が法令等に違反している

• 労働関係法令の違反が確認された事業所からの求人申込

対象となる主なケース 基本となる不受理期間

労働基準法
最低賃金法

1年間に2回以上、
同一の対象条項違反により
是正指導を受けた場合

是正後、
6ヶ月経過するまで

対象条項違反により送検さ
れ、
公表された場合

送検された日から
1年経過するまで

職業安定法
労働施策総合推進法
男女雇用機会均等法
育児・介護休業法

対象条項に違反し、
是正勧告に従わず、
公表された場合

是正後、
6ヶ月経過するまで



【若者雇用総合サイト】
認定基準を満たしているかを診断できますので、ぜひご利用ください。

6. ユースエール認定制度

診断はこちら

https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/jigyonushishindaninfo.action
https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/jigyonushishindaninfo.action

